
第５３５回 海 務 協 議 会 
 

 

（１）日時：平成２７年１１月１１日（水）１３：３０～ 

 

（２）場所：第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

 

（３）議題：  

 

 

１．「10 月期薬物及び銃器取締強化期間（10/1～15）」への協力に対する御礼について 

監視部：伊東 管理課長 

 

２．「船舶乗組員の携帯品申告」について 

監視部：菅 上席監視官 

 

３．NACCS 業務「とん税等納付申告（TPC）」業務における注意点について（再々周知） 

監視部：菅 上席監視官 

 

４．「出港前報告制度に関する主な質問及び回答（FAQ）」の更新について 

監視部：菅 上席監視官 

 

５．「不正薬物・銃砲の密輸入の動向（「白い粉・黒い武器」レポート）」について 

監視部：佐々木 統括監視官 

 

６．「新造監視艇の船名発表」について 

監視部：立原 特別監視官 

 

 

（４）その他・質疑応答 

 

 

 
開催予定日  平成２８年 １月 １４日（木） 開催予定 

 

開 催 場 所  第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

 

当協会に関するご質問、議題等提起がございましたら、 

お気軽に事務局宛にご連絡下さい。 

 

公益財団法人 日本関税協会横浜支部 

ＴＥＬ０４５－６８０－１７５７ 

ＦＡＸ０４５－６８０－１７５８ 

Ｅ－ｍａｉｌ bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 

 

http://www.yokohama-customs.go.jp （横浜税関） 

http://www.kanzei.or.jp   （日本関税協会） 

http://www.kanzei.or.jp/yokohama/ （日本関税協会横浜支部） 



 

 

 

２．「船舶乗組員の携帯品申告」について 

 

 

本年 5月 13 日の海務協議会において、「乗組員及び訪船者に係る非違事例（別紙参照）」について紹介した

ところですが、その後も船舶乗組員が携帯品を輸入申告することなく陸揚げ（訪船者へプレゼント）しよう

とする事例が散見されます。 

税関においても継続的に指導を行っておりますが、船舶代理店各位におかれましては、本船入港に係る手

続き時に乗組員携帯品申告の有無をご確認いただいたうえで必要な手続き（書類の提出）を取っていただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

＜根拠規定＞ 

 関税法基本通達 67-4-10（旅具通関扱いをする貨物の輸入申告） 

 （2）船舶の乗組員の携帯品の輸入申告は、その船舶が外国から到着した本邦の最初の港において、「乗

組員携帯品申告書」（C-5370）1 通の税関への提出によるものとする。その船舶がその後本邦内の各

港に寄港する場合においては、当該申告書を船長に託するなどの方法により寄港地税関へ送付する

ものとする。 

 

  （解説） 

   ・関税法第 67 条（輸出又は輸入の許可）には「貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに数

量及び価格その他必要な事項を税関に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなけれ

ばならない」と規定されており、当該輸入申告の手続きについては関税法施行令第 59 条（輸入申告の

手続き）に、さらに具体的な手続きとして前記基本通達に規定されております。 

   ・前記基本通達にある「その船舶がその後本邦内の各港に寄港する場合においては、当該申告書を船長

に託するなどの方法により寄港地税関へ送付する」については、税関間でメール等により受け渡しを

行っております。 

   ・乗組員に係る輸入しようとする携帯品申告が無い場合には申告書の税関への提出は省略できますが、

本邦の最初の港（一次港）において申告書の提出が無かった場合には、関税定率法施行規則第 2 条の 4

（入国者が輸入する携帯品等の免税）が適用されない場合があります。一次港において税関への携帯

品申告書の提出が無く、二次港以降で輸入しようとする携帯品があることが判明した場合には、速や

かに税関に申告書を提出していただく必要があります。 

   ・「乗組員携帯品申告書」の「品名、数量、価格」各欄には、「関税等の免除が認められないものを記入

する」旨記載されておりますが、免税範囲か否かは、税関が申告の内容を確認し必要な検査を行った

うえで判断しますので、金額の大小に関わらず輸入しようとするものすべてを記入（申告）していた

だく必要があります。 

   ・NACCS での入港手続き業務において、「携帯品・託送品識別」欄に「N：無し」を入力する場合について

は、船長に確認を得たうえで入力していると理解しているところですが、二次港以降においても確実

に船長に確認のうえ入力するよう、お願いいたします。 

平 成 27 年 11 月 11 日 
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乗組員携帯品申告書 
CREW’S EFFECTS DECLARATION 

 
 

 Page No 
 

1. 船舶の名称 
Name of ship 

2. 関税等の免除が認められないもの又は日本への 
持込みが禁止若しくは制限されているもの 

Effects ineligible for relief from customs duties and 
taxes or subject to prohibitions or restrictions 

 

 

3. 船舶の国籍 
Nationality of ship 

 

 
酒類

 
Alcoholic 
Beverages

 
たばこ

 
Tobacco 
Products

 
銃砲

刀剣類
Firearms 
or Swords

 
その他 

 
Others 

 

4. 番号 
No 

5. 氏名 
Family name, given names

6. 職名 
Rank or 
rating 

数量
本 

Bottle 

数量
本又は瓦
Piece or 
Gram 

数量
箇 

Number

品名、数量、価格 
Articles, Quantity, Value 

7. 署名 
Signature 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

8. 日付及び船長又は委任を受けた代理人若しくは船舶の職員による署名 
Date and signature by master, authorized agent or officer 

 
 
 
（注）  日本の免税範囲等について不明な場合は、所持品すべてを記入し、その旨を税関職員に伝えてください。 
Note  When you are not sure of the duty-free allowance in Japan, fill in all the articles you have and remind it to a customs officer. 

 
 



乗組員携帯品申告書（C-5370）記載要領 
 
 
○ 乗組員携帯品申告書様式の各項目について 
 
「２．関税等の免除がみとめられないもの又は日本への持込みが禁止若しく

は制限されているもの」欄 
 
・ 「酒類」及び「たばこ」欄には、種類（例えば「酒類」はウイスキー、

ブランデー等、「たばこ」は紙巻たばこ、葉巻たばこ等）ごとにご記入し

てください。 
 
・ 「銃砲刀剣類」欄には、所持する銃器類、刀剣類の種類（例えばけん銃、

弾薬等）ごとに記入してください。） 
 
・ 「価格」欄は、1個の単価ではなく、数量に対応する全価格を記入してく

ださい。 



 

 

 

関係各位 

 

 平素より、税関行政に関しまして、多大なるご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 最近、税関手続きの不備等により指導を行った事例が頻発しており、原因のひとつに『税関手続

き』の不知があると考えられます。 

関係各位におかれましては、実際に船舶乗組員や訪船者が下記事例のように、必要な税関手続き

をしていない不備等が判明した場合は、税関窓口にて手続きを行うよう説明をお願いいたします。 

 ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

１．「乗組員」 

【事例１】 

本船から乗組員が紙巻タバコをカートン単位で又は食料品をたくさん持って下船した。 

 

Point！ 税関の許可なく輸入することはできません。 

乗組員の外出時に、自分が使用する分として持っているタバコやお弁当・飲料等は、

税関職員に口頭で申告することができますが、例えばプレゼント等として国内の友人に

渡すため本船から卸す場合には、事前に乗組員による税関手続きが必要になります。 

 

【事例２】 

乗組員が、大量の購入物品を所持して帰船しようとしている。所持品の購入金額を聞くと、

３０万円以上の買い物であった。 

 

Point！ 税関の許可なく輸出することはできません。 

携帯品としての許容範囲を越えているので、税関手続きが必要となります。 

 

 

２．「訪船者」 

【事例 1】 

訪船者が乗船した時には無かった手荷物（ポリ袋や紙袋等）を持って下船した。友人である

本船の乗組員からもらった食料品とのこと。 

   

Point！ 税関の許可なく輸入することはできません。 

乗組員の携帯品をプレゼントとして受け取る場合は、上記１．「乗組員」【事例１】の

税関手続きを済ませた物品でないと受け取ることはできません。 

 

ご協力をお願いいたします 
平成 27 年 5 月 

横 浜 税 関 

平 成 2 7 年 5 月 1 3 日 
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【事例 2】 

訪船者が、乗組員に対してプレゼントとして渡す土産が入った紙袋等を持って乗船した。 

 

Point！ 税関の許可なく本船に持ち込むことはできません。税関手続きをしてください。 

 

【事例 3】 

訪船者が本船へ品物を積み込んでいたので内容を聞くと、市中にある店舗にて乗組員から肉

類や飲料等船用品の注文を受けたため、配達のために訪船したことが判明した。税関手続きを

することなく、本船に乗船のうえ食料品を積み込んだと話した。 

 

Point！ 税関の許可なく本船に持ち込むことはできません。税関手続きをしてください。 

 

 

３．「託送品」 

【事例】 

外国にいる知人が乗組員に託して送ってきた荷物を引き取りたい、又は、荷物を乗組員に託

して外国の知人に送るために訪船した。 

 

 Point！ 税関の許可なく輸出入することはできません。 

外国の知人が乗組員に依頼して荷物を本船に積込み日本で卸す場合又は乗組員に

依頼して外国の知人に渡すため積み込む場合には税関手続きが必要になります。また、

乗組員が直接自分の手で積卸しをしても同様の手続きが必要です。 

 

 

 

何かあれば税関までお知らせください!! 

 横浜税関監視部取締部門（窓口２４時間対応） 

  ☎０４５－２１２－６０７０ 

   ０１２０－４６１
し ろ い

－９６１
く ろ い

（密輸 110 番） 



３．NACCS 業務「とん税等納付申告（業務コード：TPC）」業務における注意点について 

 

 

「とん税等納付申告（業務コード：TPC）」業務において、横浜港に入港した本船に係る当該業務を

行った際に、 

    ・「入出港届提出番号」欄・・・入港届業務を行った際に払い出された番号を入力 

                   ※横浜税関本関に届け出た入港届に係る番号 

    ・「港コード」欄・・・川崎港のコード「JPKWS」と入力 

 したため、「とん税等納付申告控情報」が川崎税関支署（取締担当部門及び収納担当部門）に出力さ

れるという事案が複数回発生しました。 

 現状では、上記のような入力を行った場合でもシステム上エラーとなりませんので、特に横浜港及

び川崎港それぞれの入港船を掛け持ちでご担当されている代理店におかれましては、入力内容を十分

ご確認の上業務を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

＜入力画面＞ 

「入出港届提出番号」欄と「港

コード」欄の組合せを十分ご

確認のうえ、業務を行ってく

ださい。（横浜港に入港した本

船の場合には港コード欄に

「JPYOK」、川崎港の場合には

「JPKWS」と入力） 

平 成 27 年 11 月 11 日 

第 535 回海務協議会資料 

※H25.9.11、H26.1.16 配布資料 



 

 

３．NACCS 業務「とん税等納付申告（業務コード：TPC）」業務における注意点について 

 

＜NACCS センター作成「NACCS 業務講習会資料【入出港】」より＞ 

平 成 27 年 11 月 11 日 
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出港前報告制度に関する主な質問及び回答（ＦＡＱ）

平成26年３月から運用を開始している出港前報告制度に関して、各種説明会等
の場で数多くの質問が寄せられました。今般、主な質問とその回答（ＦＡＱ）を
取りまとめましたので、本制度の内容を関係事業者の皆様方に十分ご理解いただ
けるよう情報提供します。

質問は下記の項目に分類しておりますので、該当のページをご参照ください。

１．制度の導入背景について・２ページ

２．報告対象貨物について・・３ページ

３．報告義務者について・・・５ページ

４．報告期限について・・・・９ページ

５．報告内容について・・・・13ページ

６．報告方法について・・・・24ページ

７．報告内容の訂正等について・26ページ

８．不一致情報について・・・31ページ

９．事前通知について・・・・36ページ

10．船卸許可申請について・・39ページ

11．その他の質問・・・・・・40ページ

1



問２-２．側壁や天井がなく、支柱のみのフラットラックコンテナ貨物は報告の
対象となるのか。

答２-２．側壁や天井がなくとも、支柱等があり、積荷部分を密閉することができ
る構造のフラットラックコンテナに積載された貨物は、報告の対象となります。

3

出港前報告制度に関する主な質問及び回答（ＦＡＱ）

問２-１．報告の対象となる貨物は何か。

答２-１．我が国に入港しようとする外国貿易船に積み込まれる海上コンテナー
貨物を報告の対象とします。
ただし、「空コンテナー」及びコンテナーに関する通関条約（昭和46年条

約第６号）第１条(ｂ)に規定するコンテナーの定義に該当しない「プラット
ホームコンテナー」に積載された貨物は、報告の対象外とします。さらに、
本制度導入当初においては、制度定着までの当面の間、本邦で船卸しをしな
い海上コンテナー貨物（通過貨物）についても、報告の対象外とします。

２．報告対象貨物について



問５-１．報告項目については、何を基準に定めたのか。

答５-１．「国際貿易の安全確保及び円滑化のためのＷＣＯ「基準の枠組み」にお
ける積荷情報の報告項目を基本に、諸外国での報告項目及び関係事業者への
ヒアリング結果を踏まえ、税関のリスク分析に必要な項目を報告項目として
います。

13

出港前報告制度に関する主な質問及び回答（ＦＡＱ）

５．報告内容について

問５-２．船舶コード欄には、ＩＭＯ番号を入力すればよいか。

答５-２．船舶コード欄には、ＩＭＯ番号ではなく、信号符字（コールサイン）を
入力してください。

問５-３．ハウスＢ／Ｌ報告完了識別欄は、入力しなければならないのか。

答５-３．税関によるリスク分析の妨げになりますので、マスターＢ／Ｌに関連
付くハウスＢ／Ｌの報告が全て完了した際には、「Ｅ」を入力して報告して
ください。



問５-４．通知先コード欄には、何を入力すればよいのか。

答５-４．次に掲げる日本に所在する関係事業者の利用者コード（NACCSセンター
と利用契約を締結する際に払い出される、利用者を特定するためのコード。）
を入力してください。
・税関からのリスク分析結果の事前通知を受け取る必要がある日本に所在
する関係事業者
・出港前報告照会（IAR）業務を利用して、報告した積荷情報内容の閲覧を
可能とする必要がある日本に所在する関係事業者
・報告した積荷情報を利用して後続業務を行う必要がある日本に所在する
関係事業者

14

出港前報告制度に関する主な質問及び回答（ＦＡＱ）

問５-５．電話番号欄の入力可能桁数は14桁となっているが、「＋81-03-1234-
5678」の場合、どのように入力すればよいか。

答５-５．電話番号欄には、国番号や区切り符号等を除き、市外局番から数字のみ
で入力してください。
ご質問の事例の場合には、「0312345678」と入力してください。



26

出港前報告制度に関する主な質問及び回答（ＦＡＱ）

７．報告内容の訂正等について

問７-１．報告後に急遽、トランシップが発生した場合には、当初報告した積荷情
報の削除は必要か。

答７-１．当初報告した積荷情報を削除することなく、トランシップ港における報
告期限までに「出港前報告（ＡＭＲ）」業務又は「出港前報告(ハウスＢ／Ｌ)
（ＡＨＲ）」業務で積荷情報の報告を行ってください。

問７-２．積荷情報の報告を行った後、荷繰り等の都合により、船積みが中止と
なった場合には、報告した積荷情報は、削除する必要があるか。

答７-２．出港日時報告（ＡＴＤ)業務実施前の場合において、報告した貨物の船積
みが中止となった場合には、報告した積荷情報を削除してください。

問７-３．入港前報告制度における積荷情報の報告を行った後、荒天等による外国
貿易船の運航スケジュールの変更に伴う船卸地の変更等、出港前報告制度の
報告項目についても変更が発生した場合には、入港前報告制度で報告した積
荷情報のほか、出港前報告制度で報告した積荷情報の訂正等も必要か。

答７-３．入港前報告制度における積荷情報の報告後に積荷情報の訂正等をする場
合は、税関が必要と認める場合を除き、入港前報告制度で報告した積荷情報
のみ訂正等を行っていただくことで差し支えありません。



32

出港前報告制度に関する主な質問及び回答（ＦＡＱ）

問８-３．不一致情報は、「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務実施者又は「積荷目録
提出（ＤＭＦ）」業務実施者に通知されるとのことであるが、当該業務を実
施しない「出港前報告（ＡＭＲ）」業務実施者又は「出港前報告(ハウス
Ｂ／Ｌ)（ＡＨＲ）」業務実施者が不一致情報を知ることはできないのか。

答８-３．「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務実施者又は「積荷目録提出（ＤＭ
Ｆ）」業務実施者が「出港前報告（ＡＭＲ）」業務実施者と同一の場合、
不一致情報を知ることができます。また、不一致情報を確認するには、「出
港前報告一覧照会（ＩＭＬ）」業務を利用して確認してください。

問８-４．不一致情報は、出港日時（ＡＴＤ)業務実施者及び積荷目録提出
（ＤＭＦ）実施者に通知されるとのことだが、ハウスＢ／Ｌに基づく積荷情
報の報告を行った利用運送事業者は、自身が報告を行った積荷情報に不一致
があるか否かをどのような方法で知ることができるのか。

答８-４．出港前報告一覧照会（ＩＭＬ）業務を利用して確認することができます。
なお、当該照会業務の利用方法について、サービスプロバイダーを経由して
報告をしている報告者につきましては、ご利用のサービスプロバイダーにお
問合せください。
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出港前報告制度に関する主な質問及び回答（ＦＡＱ）

問８-６．積荷目録情報登録（ＭＦＲ）業務において、出港前報告（ハウス
Ｂ／Ｌ）（ＡＨＲ）業務で報告したＢ／Ｌ番号を使った場合、積荷目録提出
（ＤＭＦ）業務を契機に出港前報告未済の不一致情報が出力された。この場
合、どのように対応すれば良いか。

答８-６．不一致情報を出力されないためには、積荷目録情報登録（ＭＦＲ）業務
では、出港前報告（ＡＭＲ）業務で報告したＢ／Ｌ番号及び積荷情報で報告を
行っていただき、出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）（ＡＨＲ）業務で報告した
Ｂ／Ｌ番号及び積荷情報については、混載貨物情報登録（ＮＶＣ０１）業務で
報告を行ってください。

問８-５．「出港前報告（ＡＭＲ）」業務で入力したＢ／Ｌ番号と「積荷目録情報
登録（ＭＦＲ）」業務で入力したＢ／Ｌ番号が異なる場合、不一致情報が通
知されるのか。

答８-５．「出港前報告（ＡＭＲ）」業務のＢ／Ｌ番号欄に入力した内容と「積荷
目録情報登録（ＭＦＲ）」業務のＢ／Ｌ番号欄に入力した内容が異なる場合、
「積荷目録提出（ＤＭＦ）」業務を契機に不一致情報が通知されます。
したがって、それぞれの業務のＢ／Ｌ番号欄に入力する内容は統一して下

さい。





Ⅰ．平成26年の不正薬物及び銃砲等の密輸入摘発状況 

１．摘発状況 

（１）ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成26年の主な不正薬物及び銃砲等の摘発状況】 

不正薬物全体※1の摘発件数は390件（前年比２％増）、押収量※2は約630㎏※3（前年

比37％減）と、３年連続で600kgを超えるなど、依然として深刻な状況となっている。 

銃砲の密輸入事犯の摘発件数は３件（前年比25％減）、押収量は４丁（前年比33％

減）であった。 

※1 覚醒剤、大麻、あへん、麻薬（コカイン、ヘロイン、MDMA等）向精神薬をいう。 

※2  錠剤型薬物を除いたもの。 

※3  薬物乱用者の通常使用量で約1,885万回分 

 

〔覚醒剤事犯〕 

摘発件数は174件（前年比13％増）と“過去２番目”、押収量は約549㎏（前年

比36％減）と“過去５番目”を記録し、いずれも高水準であった。 

 ⇒航空機旅客による密輸入が、摘発件数・押収量ともに “過去２番目”を記録 

･タイ人による密輸入が30件(前年比15倍）と、著しく増加 

⇒“中国、タイ”を仕出地とする密輸入が増加 

･中国は、摘発件数が79件（前年比約２倍）、押収量が約200㎏（前年比約３倍） 

･タイは、摘発件数が26件（前年比13倍）、押収量が約28㎏（前年比約29倍） 

 

〔大麻事犯〕 

摘発件数は99件（前年比50％増）、押収量は約74㎏（前年比約６倍）と、件数・

押収量ともに前年から“一転して増加”した。 

⇒特に大麻樹脂は、摘発件数が 47件（前年比約３倍）、押収量が約 40kg（前年 

比約 55倍）と、大幅に増加 

17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年

合計 679 378 816 498 403 364 509 626 1,007 630

その他 2 41 39 3 18 15 50 11 135 6

大麻 588 196 491 87 52 27 57 132 13 74

覚醒剤 88 140 287 408 333 322 402 482 859 549

件数 343 391 395 313 402 296 326 308 382 390
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【参考】不正薬物の摘発件数と押収量の推移

覚醒剤 大麻 その他 件数



（２）社会悪物品の摘発実績 

 



（１）覚醒剤 

・摘発件数が過去２番目を記録 

・20～30代のタイ人女性による密輸入事犯が多発 

・中国からの密輸入が倍増 / メキシコと中国で押収量全体の約７割 

２．不正薬物の密輸入動向 

 

 

 

 

 

 

平成26年の税関における覚醒剤の密輸入事犯の摘発件数は174件（対前年比13％増）

と過去２番目、押収量は約549㎏（前年比36％減）と過去５番目を記録し、いずれも高

水準となった〔図１参照〕。 

密輸形態別にみると、航空機旅客による密輸入の摘発件数は126件(前年比21%増）と

全体の約７割を占め、また押収量は約246㎏（前年比19%減）と全体の約半数を占めてお

り、いずれも過去２番目を記録した。なお、押収量については、平成22年以降５年連続

で200kgを超えており、航空機旅客による密輸入が主流となっていることが窺える〔図

２参照〕。 

航空機旅客による密輸入者を国籍別にみると、タイ人による密輸入が30件（前年比15

倍)と著しく増加し、従来最も多かった日本人を抜いて最多となった。なお、摘発され

たタイ人は、30人中25人が20～30代の女性であった〔図３参照〕。 

また、隠匿手口別にみると、スーツケース等を二重工作したものが48％と最も多く、

次いで旅客が携帯する土産品等に細工したものが続き、２つの手口で全体の75％を占め

た〔図４参照〕。 

なお、飲み込んだり体腔内に挿入したりして密輸入しようとする体内隠匿が20件と、

前年の４件から一転して増加し、このうち12件がタイ人女性によるものであった〔図５

参照〕。 

覚醒剤の密輸入摘発事犯を密輸仕出地別にみると、中国が 79 件と前年から倍増し、

全体の約半数を占めた。このうち、特に香港が 42 件（前年比約４倍）と、大幅に増加

した。また、前年に 19 件の摘発があったインドが途絶えた一方、タイが 26 件(前年比

13 倍)と著しく増加した〔図６参照〕。 

また、密輸仕出地別に押収量をみると、メキシコが約 207 kg （前年比 60%減）と、

前年に続き最多となり、次いで中国が約 200kg（前年比約３倍)と続き、メキシコと中

国で押収量全体の約７割を占めた〔図７参照〕。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔図３：性別・国籍別摘発件数の推移（上位 5 ケ国）〕 

〔図１：覚醒剤の摘発件数と押収量の推移（全体）〕 

（摘発件数：件）                       （押収量：kg） 

〔図２：覚醒剤の摘発件数と押収量の推移（航空機旅客）〕 

（摘発件数：件）                       （押収量：kg） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔図４：隠匿手口別構成比の推移〕 

〔図５：体内隠匿による密輸入者の国籍別構成比（平成 26 年）〕 

〔図６：仕出地別摘発件数の推移（上位 5 ケ国）〕 

〔図７：仕出地別押収量の推移（上位 5 ケ国）〕 

 



 

 

 

 

平成26年の税関における大麻の密輸入事犯の摘発件数は99件（前年比50％増）、押収

量は約74kg（前年比約６倍）と、件数・押収量ともに前年から一転して増加した。 

このうち、特に大麻樹脂は、摘発件数が47件（前年比約３倍）、押収量が約40kg（前

年比約55倍）と、大幅に増加した〔図８参照〕。 

また、液状の大麻の摘発が相次ぐなど、大麻製品の多様化が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

① 平成26年の税関における麻薬の密輸入事犯の摘発件数は91件（前年比29％減）、

押収量は約６kg（前年比95％減）と、件数・押収量ともに減少した。 

摘発した麻薬を種類別にみると、危険ドラッグの原料といわれている通称“４－Ｍ

ＭＣ”や“ＸＬＲ－11”等の摘発が目立った。 

 

② 平成26年の税関における向精神薬の密輸入事犯の摘発件数は26件（前年比21％

減）、押収量は約９千錠（前年比12％減）と、件数・押収量ともに減少した。 

 

３．銃砲の密輸入動向 

 平成26年の税関における銃砲の密輸入事犯の摘発件数は３件（前年比25％減）、押収

量は４丁（前年比33％減）と、いずれも減少した。なお、摘発した銃砲はすべて拳銃であ

った。銃砲部品の摘発件数は２件、押収量は２点といずれも全増となった。 

（２）大麻（大麻草及び大麻樹脂） 

・摘発件数、押収量ともに前年から一転して増加 

 

 

 

(３)その他不正薬物（麻薬、向精神薬） 

 

〔図８：大麻の摘発件数と押収量の推移〕 

（摘発件数：件）                      （押収量：kg） 



Ⅱ．平成26年の主な密輸入摘発事例 

１．覚醒剤 

【石材に隠匿していた覚醒剤を摘発】 

平成26年１月、門司税関は、メキシコから到着した海上コンテナ貨物の検査にお

いて、石材に隠匿していた覚醒剤 約145kgを発見、摘発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パイナップル缶詰内に隠匿していた覚醒剤を摘発】 

平成26年３月、東京税関は、メキシコから到着した航空貨物の検査において、パ

イナップル缶詰内に隠匿していた覚醒剤 約30㎏を発見、摘発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ロシア人船員による覚醒剤密輸入事犯を摘発】 

平成26年12月、函館税関は、ロシアから小樽港に入港した外国貿易船から同船乗

組員が陸揚げして輸入した覚醒剤 約27kgを発見、摘発した。 

 

 

 



【中古自動車に隠匿していた覚醒剤を摘発】 

平成26年10月、横浜税関は、米国から到着した海上貨物の検査において、自動車の運

転席及び助手席の足元に隠匿していた覚醒剤  約17kgを発見、摘発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【リュックサック内に隠匿していた覚醒剤を摘発】 

平成26年７月、東京税関は、中国から到着した日本人男性の携帯品検査において、 

リュックサック内に隠匿していた覚醒剤 約15kgを発見、摘発した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．大麻 

 【玩具箱内に隠匿していた大麻草を摘発】 

平成26年２月、東京税関は、米国から成田国際空港へ到着した日本人男性の携帯

品検査において、玩具箱内に隠匿していた大麻草 約15㎏を発見、摘発した。 

 

 

 

 

 

 

 



 【経典様のものに隠匿していた大麻樹脂を摘発】 

平成26年２月、東京税関は、インドから到着した航空貨物の検査において、経典

様のものに隠匿していた大麻樹脂 約６kgを発見、摘発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．麻薬 

 【国際スピード郵便物内に隠匿していた麻薬を摘発】 

平成26年６月、名古屋税関は、中国から到着した国際スピード郵便物（EMS）の

検査において、通称“XLR－11”約500gを発見、摘発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【航空通常郵便物内に隠匿していた麻薬を摘発】 

平成26年８月、横浜税関は、オランダから到着した航空通常郵便物の検査におい

て、通称“メチロン”約100gを発見、摘発した。 

 

 

 

 

 

 

 



平成16年
（10年前）

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

旅客 2,370 2,620 2,420 2,772 2,881 3,121

（入国旅客数） 万人 (100.0) (110.5) (102.1) (117.0) (121.6) (131.7)

商業貨物 1,599 1,969 2,092 2,302 2,319 2,352

（輸入許可・承認件数） 万件 (100.0) (123.1) (130.8) (144.0) (145.0) (147.1)

国際郵便物 11,402 9,210 9,266 10,158 11,956 11,164

（輸入郵便物検査提示個数） 万個 (100.0) (80.8) (81.3) (89.1) (104.9) (97.9)

船舶 13.6 11.6 11.6 11.6 11.5 11.3

（外国貿易船入港隻数） 万隻 (100.0) (85.3) (85.3) (85.3) (84.6) (83.1)

航空機 15.0 17.4 19.0 19.0 19.5 21.1

（外国貿易機入港機数） 万機 (100.0) (116.0) (126.7) (126.7) (130.0) (140.7)

（注）１．入国旅客数は、法務省出入国管理統計年報。（平成25年については速報値）

　　　２．輸入許可・承認件数、輸入郵便物検査提示個数は、関税局業務課調べ。（平成25年については速報値）

　　　３．外国貿易船入港隻数、外国貿易機入港機数は、船舶･航空機統計。

　　　４．下段の（ ）書きは、平成16年を100とした場合の指数。（グラフも同じ）

取締対象
（指　標）

50
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（INDEX）

入国旅客数

輸入許可・承認件数

輸入郵便物検査提示個数

外国貿易船入港隻数

外国貿易機入港機数

2004 2010 2011 2012 2013 2014

２．関税局・税関における対策

関税局・税関においては、入国旅客や輸入貨物などの取締対象の増加ととも

に、密輸手口も悪質化・巧妙化する中、限られた人員で効果的・効率的な水際取

締りを行うため、近年、種々の施策を実施している。



（１）取締体制の整備 

イ 物流の中で一貫した取締体制の整備 

国際物流の中で一貫した貨物の効果的・効率的な取締りを図る観点から、取締・

検査体制を監視部に集約して、事前情報を活用したリスク管理を行うなど、社会悪

物品やテロ関連物資等の取締機能の強化に努めている。 

 

ロ 広域的な取締体制の整備 

密輸形態の組織化、広域化に対応するため、横浜税関に監視取締センター室を設

置し、税関の管轄を跨ぐ船舶・乗組員に対する広域的な取締りについて、各税関の

支援・調整を行うことにより、重点的な取締りを実施している。 

 

（２）密輸関連情報の収集・分析の強化 

  イ 情報管理官及び総括情報管理官の設置 

   各税関に密輸情報を担当する情報管理官をそれぞれ設置するとともに、東京税関に

総括情報管理官を設置し、警察や海上保安庁等の関係機関や外国税関当局等からの密

輸関連情報を一元的・総合的に管理・分析することにより、情報収集・分析の強化に

努めている。 

 

 ロ 関係業界団体からの情報収集の強化 

   効果的な密輸取締りを実施するため、船舶、航空機、商業貨物等に関係する業界団

体との間で、密輸防止のための協力強化を目的とした「密輸防止に関する覚書」（Ｍ

ＯＵ）等を締結している。 

（イ）財務省関税局：（一社）日本船主協会、定期航空協会､ 

（一社）航空貨物運送協会、 

（一社）日本通関業連合会､ 

外国船舶協会､（一社）大日本水産会 

（計６団体） 

（ロ）税関：各税関単位で設置されている輸送団体や旅行業団体及び漁協等 

（計 28団体） 

 

 

 

 

 

 

 



ハ 一般からの情報収集の強化 

全国共通の密輸ダイヤル（フリーダイヤル：24 時間受付）を設置し、情報提供を

求めるリーフレット等を配布するとともに、税関ホームページ、ツイッターやユー

チューブなどのソーシャルメディア等を活用し、税関における水際取締対策等の

広報を行い、広く一般の方々からの情報収集の強化を図っている。また、平成 19 年

５月からはインターネットからも情報を送ることができるようにしている。 

 

 

 

リーフレット（海外旅行者向け） 税関ホームページ 

 

 

※ このほか、一般向け、港湾・漁協向け、物流・倉庫業者向けを制作・配

布。 

 

  密輸ダイヤル（２４時間受付：フリーダイヤル）  

                 シロイ  クロイ 

      ０１２０－４６１－９６１  

      （密輸に関する情報は、財務省・税関まで） 

  税関ホームページ 

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｃｕｓｔｏｍｓ.ｇｏ.ｊｐ/ 

  密輸情報提供ページ 

https://www.customs.go.jp/quest/index.htm 

 

 

ニ 情報システムの活用 

輸出入通関実績、船舶入出港実績等の情報を整理、蓄積することが可能な通関情

報総合判定システム（ＣＩＳ :Customs Intelligence Database System）等を全国の

税関官署に配備して、情報の分析・加工・管理体制を整備・強化し、水際における

重点的かつ効果的な取締りを実施している。 

 



（３）取締機器の有効活用 

イ Ｘ線検査装置の活用 

全国の税関官署に固定式や移動式のＸ線検査装置を配備し、貨物の中に巧妙に隠

匿された社会悪物品等の発見・摘発のために活用している。 

また、通常の貨物用のＸ線検査装置に加え、平成 13 年２月以降は、コンテナや自

動車、小型ボート等の大型貨物の検査をすることができる大型Ｘ線検査装置を、全

国の主要港等に配備して活用している。 

 

ロ 監視艇の活用 

不正薬物、銃砲等の洋上取引や地方 

港、不開港における密輸を取締まるた 

め、拠点となる税関官署に大型監視艇 

や広域監視艇を配備し、広範囲にわた 

る監視取締りを実施している。 

     

ハ 麻薬探知犬の活用 

増大する麻薬類の密輸入を防止する目的

で、昭和 54 年以降、全国に麻薬探知犬を

配備し、入国旅客の携帯品及び外国郵便物

等の輸入検査等に活用している。 

 

ニ 埠頭監視カメラシステムの活用 

平成８年３月以降、夜間でも監視可能な高感度監視カメラシステムの設置を全国

の主要港等に配備し、船舶等に対する取締りの強化に努めている。 

 

（４）関係機関との連携強化 

  イ 関係機関との連携による取締り 

    水際における効果的な取締りを実施する観点から、税関、警察、海上保安庁等にお

いて、それぞれが有する情報、組織、権限及び経験等を活かしつつ、緊密な連携の下、

 



取締りに当たっている。 

    具体的には、警察や海上保安庁などの関係機関との間で、全国各地で合同訓練や合

同取締りを積極的に実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ロ 「密輸出入取締対策会議」等の開催 

    密輸取締関係省庁の協力体制の緊密化を図り、社会悪事犯の水際検挙に向けた情報

交換を行うため、財務省関税局の主催による「密輸出入取締対策会議」を開催し、中

央レベルでの情報交換を推進するとともに、地区レベルにおいても各税関の主催で関

係機関とによる「地区密輸出入取締対策協議会」等を開催している。 

 

（５）国際的な情報交換等の推進 

イ 外国税関当局等との情報交換の推進 

    我が国税関における外国税関当局等との情報交換の一元的な窓口として、東京税関

調査部に国際情報センター室を設置している。また、これまでに諸外国との間で薬物

等の密輸入に関する情報交換の規定を含む税関相互支援協定等を締結するなどの取組

みを進めている（「税関相互支援協定等の現状」参照）。 

    また、税関分野における国際機関である世界税関機構（ＷＣＯ：World Customs 

Organization）及びアジア・大洋州ＲＩＬＯを中心とする国際的な情報交換ネットワ

ーク等を活用して、外国税関当局等と密輸関連情報の交換を行っている。 

    （参考）ＲＩＬＯ（ＷＣＯの地域情報連絡事務所：Regional Intelligence 

Liaison Office）とは、地域内の各国税関当局間における不正薬物等の密

輸に関する情報交換や同地域内における密輸傾向の情報分析の強化等を目

的としたＷＣＯによる地域プロジェクトの拠点である。 

 

    我が国が参加しているアジア・大洋州ＲＩＬＯは、昭和62年12月から世界初のＲＩ

ＬＯとして香港に設置されていたが、平成11年１月から５年間、我が国（東京税関

内）に設置され、財務省・税関としても本プロジェクトに積極的に参加・貢献してき

た。平成24年１月からは、韓国に設置され、参加国・地域から報告される不正薬物等



の摘発事例を基に地域内の密輸動向を分析し、その成果を参加国等に配布するととも

に、参加税関間の情報交換の仲介を行っている。 

 

ロ 税関相互支援協定等による情報交換 

不正薬物や銃砲等の仕出地又は中継地となっている国との情報交換を促進する規定

を盛り込んだ税関相互支援協定等の新たな締結に向けた取組みを積極的に進めている。 

また、既に締結済みの税関相互支援協定等を活用し、情報交換の促進に努めている。 

（参考）税関相互支援協定は、我が国と外国税関当局が、それぞれの関税法令を適

正に執行し、迅速な通関と効果的な不正薬物・銃砲等の社会悪物品や知的財

産侵害物品の水際取締りを実現する観点から、情報交換を含む相互支援を行

うための法的な枠組みを提供するもの。 

 

＜税関相互支援協定等の現状＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□経済連携協定（ＥＰＡ）関連（注：ＥＰＡに税関の相互支援に係る規定が盛り込まれているもの ） 

  シンガポール（2002.11）、マレーシア（2006.7）、タイ（2007.11） 

  インドネシア（2008.7）、ブルネイ（2008.7）、フィリピン（2008.12） 

スイス（2009.9）、ベトナム（2009.10）、インド（2011.8） 

ペルー（2012.3）、豪州（2015.1）、モンゴル（2015.2署名） 

 

 □政府間協定 

  米国（1997.6）、韓国（2004.12）、中国（2006.4）、ＥＵ（2008.2） 

ロシア（2009.5）、オランダ（2010.3）、イタリア（2012.4） 

南アフリカ（2012.7）、ドイツ（2014.12）、スペイン（2015.5） 

 

 □税関当局間取決め 

豪州（2003.6）、ニュージーランド（2004.4、2014.6改訂）、カナダ

（2005.6）香港（2008.1）、マカオ（2008.9）、フランス（2012.6）、 

イギリス（2013.6） 

 

※（ ）内は発効又は署名年月（2014年5月31日現在） 



   ハ 職員の海外派遣による密輸情報収集の充実 

    我が国に密輸入される不正薬物等の仕出地となる可能性の高い国・地域等に税関

職員を派遣し、不正薬物等の密輸情報の収集に努めるとともに、外国税関当局等と

の相互協力関係の構築を図っている。また、我が国と同様に、不正薬物等の密輸対

策に取組む国・地域に情報分析担当の職員を派遣し、密輸仕出地等についての情報

分析に関する意見交換を行っている。 

  

 ニ 国際会議への参画 

    ＷＣＯにおける監視委員会やアジア・大洋州ＲＩＬＯコンタクト・ポイント会合

などの国際会議に積極的に参画し、不正薬物等の監視取締りに関する意見交換や情

報交換等を活発に行っている。 

 

（６）監視分野における技術協力 

    開発途上国の税関当局における不正薬物等の情報収集・情報分析能力の強化など水

際取締能力の向上を図るため、開発途上国税関職員の受入研修などの技術協力を

積極的に実施している。 

 

 



１．不正薬物・銃砲等の大口密輸事犯摘発事例（トップ３）
犯則物件 摘発年月日 税関 仕出地 事件の概要

平成11年10月３日
門司
長崎
東京

564.6 ㎏ 北 朝 鮮
警察及び海上保安庁と協力の上、台湾籍漁船が洋上取引を行い､鹿
児島県の海岸に陸揚げしたところを摘発。

平成８年７月11日 527.7 ㎏

平成８年７月16日

平成10年８月19日 東京 301.5 ㎏ 香 港
商業貨物である大型工作機械35台の支柱及びアーム部分に隠匿し
ていたものを摘発。

平成５年４月15日 大阪 426.5 ㎏ カンボジア
海上コンテナ貨物である木製パレット80枚の上段と下段とを繋い
でいる柱の中に隠匿していたものを摘発。

平成11年６月８日 名古屋 420.7 ㎏ フィリピン
海上コンテナ貨物である玉石800袋の内126袋内に、無機セメン
トで石様に工作隠匿していたものを摘発。

平成13年２月２日 横浜 393.7 ㎏ フィリピン
海上コンテナ貨物である缶ビール800ケースの内103ケースにつ
いて、缶の中に隠匿していたものを摘発。

平成14年12月11日 147.3 ㎏

平成14年12月14日

平成10年10月９日 横浜 96.7 ㎏
インドネシ

ア
商業貨物である木製家具等127点の内31点の中に分散隠匿してい
たものを摘発。

平成16年７月16日 東京 59.5 ㎏ 香 港
海上コンテナ貨物である業務用冷凍庫について、スーツケースに
収納した上冷凍庫内に隠匿していたものを摘発。

平成元年２月４日 東京 20.6 ㎏ タ イ
航空機旅客の携行大型キャリーバッグを二重工作して隠匿してい
たものを摘発。

平成14年12月21日 東京 16.7 ㎏ ラ オ ス
航空機旅客（オーストラリアへの乗り継ぎ旅客）に対する職務質
問において、お茶缶の中に隠匿していたものを摘発。

昭和63年８月11日 東京 8.0 ㎏ パキスタン
航空機旅客３名の携帯スーツケースを二重工作して隠匿していた
ものを摘発。

平成25年11月19日
平成25年11月21日

横浜 約118 kg 不 明 神奈川県横須賀市及び葉山町の海岸に漂着。

平成16年８月25日 名古屋 44.0 ㎏ コロンビア
冷凍運搬船の船長託送品である空ボンベ内に隠匿していたものを
摘発。

平成2年5月15日
東京
横浜

33.4 ㎏ コロンビア 貨物船の機関室ダクト内に隠匿していたものを摘発。

平成18年９月19日 東京 14.9 ㎏ ト ル コ
航空機旅客の携行スーツケース上下蓋部分を二重工作して隠匿し
ていたものを摘発。

平成10年２月４日 大阪 8.8 ㎏ 不 明
ロシア籍船舶から陸揚げされたボストンバッグ内に隠匿していた
ものを摘発。

平成４年８月10日 8.7 ㎏

平成４年８月18日

平成19年８月1日 大阪 688,000 錠 カ ナ ダ
海上貨物コンテナ貨物である製材について、内部をくり貫いて隠
匿していたものを摘発。

平成19年10月20日 門司 146,760 錠 オ ラ ン ダ
航空貨物であるスパイラルミキサー（らせん状攪拌機）につい
て、内部に隠匿していたものを摘発。

平成20年４月３日 東京 90,537 錠 オ ラ ン ダ
航空機旅客３名それぞれの携行スーツケースを二重工作して隠匿
していたものを摘発。

平成６年９月12日 東京 41,795 錠 タ イ
航空機旅客の携行キャリーバッグを二重工作し隠匿していたもの
を摘発。（成分：トリアゾラム）

平成６年12月23日 東京 22,402 錠 タ イ
航空機旅客の携行キャリーバッグを二重工作し隠匿していたもの
を摘発。（成分：トリアゾラム、フルニトラゼパム）

平成９年５月16日 門司 20,003 錠 中 国
航空小包郵便物内に隠匿していたものを摘発。（成分：アンフェ
プラモン）

301 丁

104 丁

86 丁

（注）本表は､税関が摘発した事件及び警察等他機関が摘発した事件で税関が関与した事件に係る押収量のトップ３を記載。

Ⅴ．参考資料

平成12年９月22日

昭和59年４月11日

横浜

昭和60年12月４日

沖縄 フィリピン

ＭＤＭＡ

銃　　砲

東京

数　量

向精神薬

覚醒剤

ヘロイン

大麻草

大麻樹脂

コカイン

あへん

東京

籐製品を収納していたコンテナの前部壁面のベニヤ板後側に隠匿
していたものを摘発。

名古屋

孔雀型籐製椅子を収納していたコンテナの左右奥隅の鉄板を溶接
した空洞の中等に隠匿していたものを摘発。

フィリピン
（実包1,787個）

（実包1,107個）

石垣島沖合いを航行中のヨットから海上投棄されたものを海上保
安庁が摘発。

（実包5,564個）
東京 フィリピン

イ ン ド

航空貨物であるカレンダー1,650枚について表紙を二重工作して
隠匿していた大麻樹脂約52kgを摘発するとともに、犯則嫌疑者居
宅等に隠匿していた大麻樹脂約96kgを摘発。

海上コンテナ貨物である水煮竹の子3,360缶の内23缶に隠匿して
いた覚醒剤約249㎏を摘発するとともに､犯則嫌疑者居宅に隠匿し
ていた覚醒剤約279㎏を摘発。

中 国（7/11
249.0kg）

（12/11
51.6kg）

（8/10　2.7kg）
（8/18　6.0kg）

ネ パ ー ル

航空機旅客の携行スーツケースの二重底部分に隠匿していたもの
を摘発するとともに、さらに同旅客が所持していた鍵の調査によ
り、コインロッカー内に隠匿していたものを摘発。



２．最近の密輸事犯の摘発実績

（1）不正薬物

①不正薬物の密輸形態別摘発件数 （件）

年

形態別 前年比 構成比

152 175 130 135 171 127% 44%

110 102 130 204 166 81% 43%

27 41 33 30 39 130% 10%

航空貨物等 20 37 25 26 27 104% 7%

海上貨物等 7 4 8 4 12 300% 3%

7 8 15 13 14 108% 4%

296 326 308 382 390 102% 100%

（注）航空機旅客等には、航空機乗組員を含み、船員等には、船舶旅客を含む。また、商業貨物等には、別送品を含む。

②覚醒剤

　イ．密輸形態別摘発実績

年

形態別 前年比 構成比

119 141 84 104 126 121% 72%

235 232 204 304 246 81% 45%

19 18 31 21 22 105% 13%

20 30 35 7 16 244% 3%

11 22 18 19 16 84% 9%

59 128 236 539 261 48% 47%

3 4 8 10 10 100% 6%

8 11 8 10 27 267% 5%

152 185 141 154 174 113% 100%

322 402 482 859 549 64% 100%

（注１）航空機旅客等には、航空機乗組員を含み、船員等には、船舶旅客を含む。また、商業貨物等には、別送品を含む。

（注２）端数処理のため数値が合わないことがある。

（注３）数量の表記について、「0」とは500ｇ未満の場合を示し、「－」とは全く無い場合を示す。

平成24年 平成25年 平成26年

航空機旅客等による密輸

国際郵便物を利用した密輸

商業貨物等を利用した密輸

平成22年 平成23年

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

船員等による密輸

合　　計

（上段：件、下段：kg）

航空機旅客等による密輸

国際郵便物を利用した密輸

商業貨物等を利用した密輸

船員等による密輸

合　　計

平成22年



　ロ．主な密輸ルート（仕出地別摘発実績） （上段：件、下段：kg）

年

仕出地 構成比
23 30 28 38 79 45% 198
30 44 73 62 200 36% 410
14 10 14 26 32 18% 96
12 15 10 43 72 13% 152
9 20 12 11 42 24% 94

18 30 63 16 119 22% 245
27 4 2 1 3 2% 37
39 5 0 1 0 0% 45
21 22 12 28 39 22% 122
31 45 14 129 35 6% 253
7 8 3 2 26 15% 46
8 31 3 1 28 5% 70
- 1 3 19 - - 23
- 0 10 114 - - 123
- - - - 2 1% 2
- - - - 0 0% 0
- 1 - - 1 1% 2
- 0 - - 3 0% 3
- - 1 - 1 1% 2
- - 1 - 1 0% 2
2 3 4 1 9 5% 19
0 4 1 0 3 1% 8

16 12 6 6 2 1% 42
26 80 48 12 4 1% 169
5 5 2 5 2 1% 19

11 8 1 10 4 1% 33
43 44 31 21 14 8% 153

144 84 89 90 17 3% 424
1 - 2 5 5 3% 13
2 - 10 44 6 1% 62
5 8 3 5 3 2% 24

32 15 16 20 4 1% 87
- 2 14 4 5 3% 25
- 4 47 8 6 1% 64
- - - - 1 1% 1
- - - - 1 0% 1
6 39 23 9 17 10% 94
6 82 157 13 65 12% 324
- - - - 4 2% 4
- - - - 6 1% 6
- 5 5 3 1 1% 14
- 10 15 6 6 1% 37
4 9 3 2 1 1% 19
4 18 1 2 2 0% 27
- 5 5 2 1 1% 13
- 8 121 2 2 0% 133
- - - - 4 2% 4
- - - - 9 2% 9
2 - 1 - 3 2% 6
2 - 4 - 10 2% 16
- 1 - - 1 1% 2
- 1 - - 27 5% 28
5 12 10 17 6 3% 50

12 40 30 36 20 4% 138
1 6 8 12 5 3% 32
0 16 22 12 17 3% 67
4 6 2 5 1 1% 18

12 24 8 23 4 1% 71
11 22 26 26 9 5% 94
34 22 72 516 208 38% 851
7 20 24 26 8 5% 85

22 19 69 516 207 38% 833
- - 3 8 5 3% 16
- - 0 1 0 0% 1

152 185 141 154 174 100% 806

322 402 482 859 549 100% 2,614

（注１）端数処理のため数値が合わないことがある。

（注２）数量の表記について、「0」とは500ｇ未満の場合を示し、「－」とは全く無い場合を示す。

平成25年 平成26年 合計

　中国（香港・マカオを含む）

中国

香港

平成22年 平成23年 平成24年

　台湾

　アジア

タイ

インド

インドネシア

ベトナム

韓国

フィリピン

　中東

トルコ

　アフリカ

ウガンダ

南アフリカ

ケニア

トーゴ

　欧州

アルメニア

ドイツ

イギリス

オランダ

キプロス

スペイン

ロシア

　北米

米国

カナダ

　中南米

メキシコ

　その他

合　　計



③大麻
　イ．密輸形態別摘発実績 （上段：件、下段：kg）

年
形態別 前年比 構成比

16 19 31 19 32 168% 32%
5 0 63 1 28 46倍 38%

28 35 34 40 47 118% 47%
2 9 12 10 4 38% 5%

11 14 11 5 16 320% 16%
19 47 58 2 41 22倍 56%
4 3 6 2 4 200% 4%
0 0 0 0 1 97倍 1%

59 71 82 66 99 150% 100%

27 57 132 13 74 574% 100%

（注１）航空機旅客等には、航空機乗組員を含み、船員等には、船舶旅客を含む。また、商業貨物等には、別送品を含む。

（注２）端数処理のため数値が合わないことがある。

（注３）数量の表記について、「0」とは500ｇ未満の場合を示し、「－」とは全く無い場合を示す。

　ロ．大麻草の主な密輸ルート（仕出地別摘発実績） （上段：件、下段：kg）
年

仕出地 構成比
2 1 3 1 4 8% 11
0 1 0 0 1 3% 2
8 11 6 10 6 12% 41
0 1 0 0 0 1% 2
2 1 2 1 1 2% 7
0 0 0 0 0 0% 0

10 16 13 11 11 21% 61
1 1 0 0 0 0% 2

19 25 29 22 24 46% 119
1 3 103 12 33 95% 152

18 24 22 22 20 38% 106
1 3 103 12 33 95% 152
1 - 2 4 2 4% 9
0 - 0 0 0 0% 0
3 3 3 3 4 8% 16
0 0 0 0 0 0% 0

45 57 58 52 52 100% 264

2 6 104 12 35 100% 158

（注１）端数処理のため数値が合わないことがある。

（注２）数量の表記について、「0」とは500ｇ未満の場合を示し、「－」とは全く無い場合を示す。

　ハ．大麻樹脂の主な密輸ルート（仕出地別摘発実績） （上段：件、下段：kg）

年

仕出地 構成比
- - 4 1 2 4% 7
- - 1 0 0 0% 1
5 9 9 3 11 23% 37
8 51 28 0 37 93% 123
- 7 7 3 9 19% 26
- 43 26 0 32 80% 101
1 - - - - - 1

12 - - - - - 12
- 1 1 - - - 2
- 0 0 - - - 0
7 1 10 7 11 23% 36
5 0 0 0 0 0% 5
1 3 - 3 22 47% 29
0 0 - 0 3 7% 3
1 3 - 3 22 47% 29
0 0 - 0 3 7% 3
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 1 2% 1
- - - - 0 0% 0

14 14 24 14 47 100% 113

25 51 29 1 40 100% 145

（注１）端数処理のため数値が合わないことがある。

（注２）数量の表記について、「0」とは500ｇ未満の場合を示し、「－」とは全く無い場合を示す。

船員等による密輸

合　　計

平成24年 平成25年 平成26年

航空機旅客等による密輸

国際郵便物を利用した密輸

商業貨物等を利用した密輸

平成22年 平成23年

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 合計

　中国（香港・マカオを含む）

　アジア

　アフリカ

　欧州

　北米

米国

　中南米

　その他

平成25年

合　　計

合計

　中国（香港・マカオを含む）

　アジア

インド

　中東

　アフリカ

平成26年

　中南米

　その他

　欧州

　北米

米国

平成22年 平成23年 平成24年

合　　計



 

  

新造監視艇の船名が決定！！ 
 

この度、税関初の試みとなる、新造監視艇の船名募集（応募期間：平成２７年８月１４日（金）～９

月３日（木）まで（当日消印有効））を行ったところ全国より 328 件、206 点の候補名が寄せられまし

た。 

船名の選考方法は、 

①206 点の候補名について、横浜税関職員の投票による一次選考（24 点を選考） 

②税関モニター及び税関幹部からなる選考委員による選考  

（参考）税関モニターとは、税関行政について、国民の皆様から幅広くご意見を聴取し、税関行政サービスの一層の向上を図る目的で外部学識経験者に委嘱している。
 

とし、当該選考の結果、新造監視艇の船名は 

 

み ら い 
に決定しました。 

新造監視艇の船名「みらい」は、 

    ・みなとみらいの「みらい」と将来を意味する「みらい」をイメージ。 

    ・みらいを守ってくれる。 

    ・新造監視艇を用い、洋上取引等による社会悪物品の密輸を取り締ることで、安全な社会の実現と

いう輝かしい未来をつくりあげていこうという強い決意を込めた。 

  といった由来のもとに名付けられました。 

   新造監視艇の船名が採用された方は、 

横浜市在住の 村瀬 鉚四（むらせ りゅうじ） 様 

横浜市在住の 矢野 安彦（やの やすひこ）  様 

横浜市在住の 吉際ちひろ（よしぎわ ちひろ） 様 

      横浜税関 相原 直人、井上 陽介、荻原 優、角田 明、高橋 千鶴 

の 8 名の方々です。 

   現在、新造監視艇は骨組みが完成した状況で、引き続き建造中でございます。 

   採用された８名の内、外部の３名の方には、来年 3 月予定の就航式に来賓としてお越しいただく予定

です。 

横浜税関 監視部管理課 

       TEL 045-212-6060／FAX 045-201-4367 

                            

新造監視艇の船名が決定！！ 
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